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選挙についてのお問い合わせは

電話：21ー2370（直通）
へどうぞ柏崎市選挙管理委員会事務局

重 要投票所一覧表

【移動期日前投票所】

※　投票所により閉鎖時刻が異なりますのでご注意ください。
※　色のついている投票区は、２月の衆議院議員総選挙から変更の
　ある投票所です。
※　開票は、午後９時から柏崎市総合体育館メインアリーナで行います。

５月28日（木） 開設時間
　市野新田
　女　谷
　高柳町板畑
　　　〃　　落合
　　　〃　　上石黒

午前１０時００分～午前１０時３０分
午前１１時００分～午前１１時３０分
午後 1 時００分～午後 1 時３０分
午後 2 時００分～午後 2 時３０分
午後 2 時４５分～午後 3 時１５分

５月29日（金） 開設時間
　成　沢
　五十土
　高柳町山中
　　　〃　　栃ケ原  

午前 9 時３０分～午前１０時００分
午前１０時３０分～午前１１時００分
午後 1 時００分～午後 1 時３０分
午後 2 時００分～午後 2 時３０分
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柏崎市役所

北園町公営住宅集会所

第二中学校

比角小学校

ワークプラザ柏崎

大洲コミュニティセンター

西小学校（旧称：剣野小学校）

枇杷島コミュニティセンター

半田コミュニティセンター

鯨波コミュニティセンター

槇原小学校

桜通小学校（旧称：日吉小学校）

松波コミュニティセンター

北鯖石コミュニティセンター

田尻コミュニティセンター

高田コミュニティセンター

中通コミュニティセンター

荒浜コミュニティセンター

米山コミュニティセンター

高浜コミュニティセンター

上条コミュニティセンター

中鯖石コミュニティセンター

南鯖石コミュニティセンター

北条小学校

北条コミュニティセンター

高柳コミュニティセンター

西山総合体育館

二田小学校

西山町事務所

内郷小学校

笠島ふれあいセンター

別俣コミュニティセンター

野田コミュニティセンター

上米山コミュニティセンター

青海川集落開発センター

門出集落センター

旧石地コミュニティセンター
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投票所施設名 閉鎖時刻
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午後７時

投票区 投票所施設名 閉鎖時刻

午後７時

午後６時

午後４時

～世帯の方全員でご確認ください～

新潟県知事選挙

投票日

期日前投票の日程は、下記のとおりです。

柏崎市選挙管理委員会

期日前投票所により開設日程、開設時間が異なりますのでご注意ください。

「投票所入場券」の宣誓書部分に必要事項を記入のうえ、ご持参ください。

・投票所入場券は、５月７日以降、順次配達の予定です。投票所入場券が
届く前でも投票できます。
・投票は、全ての投票所が午前7時から開始となりますが、投票所により
閉鎖時刻が異なりますので、入場券で確認をお願いします。
・お手元に届いた投票所入場券に書かれている投票所のほかに、柏崎市の
有権者なら誰でも投票できる「共通投票所」も利用できます。詳しく
は、裏面をご覧ください。

５月31日（日）

柏崎市役所 ５月１５日（金）～５月３０日（土）8:30～20:00
高柳町・西山町事務所 ５月２３日（土）～５月３０日（土）8:30～17:00

臨時 ワークプラザ柏崎 ５月２９日（金）～５月３０日（土）9:00～17:00
柏崎市総合体育館 ５月３０日（土） 9:00～17:00



新潟県 知事選挙

投票 できる方

転出 者の投票

　投票をするには「住所要件」と「年齢要件」を
満たしている必要があり、要件は下記のとおりです。

　柏崎市の選挙人名簿に登録されている方で、今年
の１月１５日以降に転出された場合は、転出先の市
区町村の選挙人名簿に登録されるまでの間は、当市
で投票することができます。

※新潟県内の市区町村に転出された方の投票には
「引き続き県内に住所を有する旨の証明書」が必
要です。
　転出先の市区役所、町村役場の住民課などの窓口
でこの証明書を取得し、ご持参ください。

投票所入場券

　・入場券には、当日投票所及び投票所の開設時間が
記載されています。開設時間を確認のうえ、時間内
に投票してください。
・期日前投票をされる方は、入場券の宣誓書部分に
必要事項を記入のうえ、ご持参ください。
●市内転居等により、入場券の住所が異なる方は、
入場券に表示されている投票所で投票をお願いしま
す。

共通投票所

　共通投票所では、選挙当日に柏崎市の有権者なら
誰でも投票することができます。投票の方法が変
わったり、手続きが増えたりすることもありません。
　通勤や通学、お出かけの際にぜひご利用ください。

〇共通投票所を開設する場所（9 か所）
柏崎市役所、ワークプラザ柏崎、西小学校、鯨波
コミュニティセンター、桜通小学校、松波コミュ
ニティセンター、田尻コミュニティセンター、高
田コミュニティセンター、西山町事務所

代理投票と点字投票

　投票用紙に文字を書くことが困難な方は、投票所の係員
が代わって候補者の氏名を代筆する制度があります。
　投票の秘密は固く守られますので、投票所の係員にお申
し出ください。
　また、目の不自由な方は点字よって投票することができ
ます。点字器は投票所に用意してありますので、係員にお
申し出ください。

①　住所要件
　選挙人名簿の登録基準日の３か月前から引き続
いて柏崎市の住民基本台帳に記載されている日本
国民であること。

②　年齢要件
　　投票日現在 18 歳以上であること。

・令和８（2026）年２月13日以前に住民票が作成さ
れていること。

・平成20（2008）年６月１日までに生まれた方が該当
します。

投票支援の取り組み

　障がいのある方やコミュニケーションが困難な方
の投票を支援するために、すべての投票所において、
「投票支援カード」と「コミュニケーションボード」
を導入しています。
　また、投票の流れや方法が正しく伝わるように、
わかりやすい案内表示を掲示します。
　詳細は、下記ウェブサイトをご覧ください。

誰もが投票しやすい投票所　柏崎市 検索

選挙公報
　候補者等の氏名・経歴・政見などを掲載した選挙公報
を5月19日以降、各町内会のご協力を得て配布する予定
です。

不在者投票
　当日投票所や期日前投票所に行くことができない方には、
不在者投票の制度があります。
　詳しくは、柏崎市選挙管理委員会事務局へお問い合わせ
ください。
◎滞在地での投票
　投票日に仕事や旅行などでほかの市区町村に滞在中の方
は、滞在先の選挙管理委員会で投票することができます。
　不在者投票請求書を柏崎市選挙管理員会事務局に提出し
ていただくか、オンライン請求で不在者投票の請求を行っ
てください。
　詳しくは右下の ※ をご確認ください。
◎病院・施設での投票
　都道府県の選挙管理員会が指定する病院や老人ホームに
入院・入所している方は、その施設で投票ができます。
　入院・入所している方は、施設の担当係員にお申し出く
ださい。
◎郵便等による投票
　身体の障がいなどにより、投票所へ行くことが困難な方
は、郵便等を利用してご自宅で投票することができる
「郵便等による不在者投票」制度があります。
　対象となる方は、下表のいずれかに該当する方です。

手帳等の種類 障がい等の種類 障がいの程度

両下肢、体幹、移動機能の障がい

心臓、じん臓、呼吸器、
ぼうこう、直腸、小腸の障がい

免疫、肝臓の障がい

両下肢もしくは体幹の障がい

内臓機能の障がい

１級もしくは２級

１級もしくは３級

１級から３級

特別項症から第２項症まで

特別項症から第３項症まで

身体障害者手帳

戦傷病者手帳

介護保険被保険者証 要介護状態区分が、要介護５

郵便等により不在者投票ができる方

【MEMO】
　前回令和 4 年の選挙では、、
　有権者数　　68,130 人
　投票者数　　37,509 人
　投　票　率　　　55.06％

※ ぴったりサービスによるオンライン請求
　マイナポータル内の「ぴったりサービス」から
投票用紙の請求ができます。
　詳しくは 不在者投票のご案内 柏崎市 と検索、
市のホームページ内「不在者投票のご案内」の
「オンライン申請」からお進みください。
 また、不在者投票請求書の様式は、市のホーム
ページからダウンロードできます。

独立行政法人国立病院機構　新潟病院

柏崎総合医療センター

関病院

柏崎厚生病院

柏崎中央病院

老人保健施設　さつき荘

老人保健施設　米山爽風苑

養護老人ホーム　あぜやの丘

特別養護老人ホーム

　　むつみ荘

　　いこいの里

　　しおかぜ荘

　　なごみ荘

　　柏柳の里

　　にしかりの里

　　くじらなみ

　　たんねの里

　　ペペ・メメール

　　はやまの里

介護付有料老人ホーム

　　桜　寿

　　駅前桜寿

　　ロージィ・コート柏崎

　　えみふる

　　ハートフルケア柏崎

救護施設　かしわ荘

市内の不在者投票指定病院・施設

平成20年
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転入者の投票

　今年の2月１４日以降に転入届を出された方で、
前住所地の選挙人名簿に登録されている場合は、前
住所地の市区町村で投票することになります。
　※詳しくは、選挙管理委員会事務局へお問い合わ
せください。


